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             １．当協会をめぐる最近の事情                   
 

105 年目を迎えた当協会は、皆様のご支援のお陰で、人的･財政的基盤が少しずつ強化されてまいり

ました。この機会に皆様に感謝申し上げるとともに、当協会をめぐる最近の事情についてお知らせし

たいと存じます。 
 

当『月刊インド』は昨年の模様替え以来好評を博してまいりましたが、本号からは、インドの政治･

経済･社会に関するニュースを簡潔に取り纏めた｢月間インド･ニュース｣の頁を新設して、皆様に最新

のニュースをお届けすることにしました。 

なお、これまで外務省の委託により四半期ごとに発行してきました『インド季報』は、外務省が従

来のように日印協会より 200 部近くを纏めて購入、内外のインド関係者に配布することが諸般の情勢

からできなくなり、当協会との契約は今年度の 1-3 月号を最後に打ち切られました。4-6 月号につい

ては当協会で発行し、内外の関係者には従来通りお送りいたしますが、これを最後として『インド季

報』は廃刊とせざるを得なくなりました。 
これに代わる季刊誌については、各方面の学者、研究者、実務者の皆様から執筆のご協力が得られ

るようであれば、新たに当協会の直轄で編集･発行する方向で検討したいと考えております。 

懸案でありました当協会のホームページの全面的改訂･強化につきましては、何とかこの秋には実現

できるものと考えております。いずれはホームページが皆様方の意見･情報の交換の場となることを企

図しております。 

日印関係は円滑に発展しておりますが、本年中には、マンモハン･シン首相が訪日する予定です。当

協会も、歓迎のために何が出来るか外務省や日印議員連盟などと検討したいと考えています。 

 

12 月 1 日からは、一昨年 5 月に成立した公益法人制度改革関連 3 法(以下、新公益法人法) が施行

され、現在二万以上に及ぶ全国の財団法人、社団法人は、公益法人として存続する為には、すべて新

たに認可を受けることになります。当協会も、同じです。詳細は省きますが、そのためには、公益活

動の比重を高めるとともに資産と事業予算の適正なバランスを確保すること、理事会及び評議員会は

理事及び評議員が自ら出席する必要が生ずること(すなわち、代理出席や委任状出席は新法では認めら

れなくなる)から人数の縮小とそれに伴う改選を行うこと、それに伴い定款を改定することなどが必要

となります。評議員会は理事を選任する権限を持ち、理事会の上に置かれることになります。評議員

や理事は、しかるべき人格識見のほか、協会の運営により密接に関与し、評議員会や理事会に可能な

限り自ら出席する意思をお持ちいただく必要があります。当協会としては、財政･経理を新法に合わせ

るとともに、理事･評議員の定数減と新規選任などを行って要件を整えた上で、来年半ばごろには、新

公益法人としての認可を内閣府または東京都庁(どちらになるかは未定)に申請することを想定してお

ります。新公益法人法は、公益法人を隠れ蓑にして営利活動を行ってきた法人や天下りなどの為の官

製法人に対し、特に厳しい審査を行いますが、我々のようなオーソドックスな公益法人についても甘

い審査は期待できません。当協会は、その活動内容、長い赫々たる歴史と実績により、認可は問題な

いと考えますが、活動内容や形式要件はきちんと整備する必要があります。その上で認可されますと、

当協会への会費についての税の軽減や寄付金への免税などが可能となります。今後、認可申請に至る

までに所要の措置をとってまいりますので、皆様のご理解を得たいと存じます。 
 

8 月末現在で、当協会の法人会員は 87社、個人会員は 408 人となり、長年にわたり続いた赤字状態

を脱しました。特に法人会員は、関係幹部が努力した結果、この 1年間で 50社近くが復帰ないし新規

加盟していただきました。ここにあらためて、関係企業に対し感謝申し上げます。しかし、インドと

の関係で当協会の法人会員になっていただいてもよいと思われる企業は、多数散見されます。これら

企業にも我々の仲間になっていただくよう、皆様のご協力をいただければ幸甚と考えます。 

協会の事務局は、理事長の私と菊池龍三事務局長(常務理事)、原佑二常務理事、長田絹代が円滑な

チームを組んできたほか、ここ数週間以来、新たに青山鑛一、阪元久子、渡邊恭子の三人のスタッフ

が支えてくれております。いずれも、ボランティア精神で勤務しております。 

なお、現在の日印関係の主要課題に関しましては、さる 9 月 2 日に当協会が主催したセミナーで私

が行った講演の要約を本号に掲載しましたので、これをもってご報告に代えたいと存じます。 

                                                                        理事長   平林  博 
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   ２．日印間の五大重要課題  平林理事長講演抄録      
 

当協会主催、日印経済委員会後援のセミナーが、去る 9 月 2 日(火)に東京丸の内の東商ホールで開催さ

れました。当協会理事長の平林博より｢日印関係―五つの重要課題｣と題して、続いてタタ･グループ日本代

表兼インド工業連盟(CII)日本代表で当協会会員でもある徳原綱男氏より 

｢私とインド｣というテーマでお話をいただきました。夏休み明けの多忙な時

期にも拘らず、会員･会員企業の方々を中心に約 130 名の方々にご参加いた

だき有難う御座いました。二人の演者の熱の篭ったお話のあと質疑応答も活

発に行われ、多くの参加者が最後まで熱心に聴かれていたのが印象的でした。                  

平林理事長                                            徳原綱雄氏 
（写真は鹿子木理事提供） 

 

下記は、平林理事長が、当日セミナー会場で使用したパワーポイントの資料を『月刊インド』の読者の

ために講演抄録として取りまとめたものです。 

 

｢日印関係―五つの重要課題｣マンモハン･シン首相訪日を控えて 
 

本日は、日印協会主催の講演会においで頂きまことにありがとうございます。 

 私は、日印両国間で懸案となっている重要問題につき現状と見通しを述べたいと思います。わかりやす

くするためにパワーポイントで作成した資料(以下 PP)を使います。 

  

 

 

五つの課題は、資料 1の通りです。 

 なお、マンモハン･シン首相の訪日は 10 月に

予定されていましたが、福田首相が辞任し、新

内閣成立は 9月 22日頃の自民党総裁選挙の後に

なりますので、シン首相の訪日が予定通りにで

きるかどうか、流動的になりました。 

 

 
〈資料１〉 

 

 

１．インド貨物専用鉄道(Dedicated Freight Corridor, 以下 DFC)建設計画 

 

 これは、資料 2･3 にあるように、デリー･ムンバイ間(西回廊)およびデリー･コルカタ間(東回廊)に、貨

物専用の新線を建設する計画です。資料 2 にあるように、インド経済は急速に発展していますが、現在の

旅客と貨物併用の鉄道では、物流の需要に間に合いません。そこでインド政府は、最も重要な二つの路線

から始めて貨物の専用線を建設する計画です。わが国に対しても技術と資金面での協力要請があり、日本

政府は、日本企業の主要な投資先でもある西回廊について協力することになりました。JICA が昨年 10 月

に完成し両国政府に提出した開発調査(FS)に基づいて、現在、インド政府は JICA の協力を受けて、各種の

実証試験を行っています。 

日本政府は、ODA の原則である環境重視の観点から、ジーゼル機関車よりは電気機関車による輸送を主

張してきましたが、内部で意見が対立していたインド側も、最終的に電化とすることで了承したようです。

すでに、東回廊は電化されていますし、西回廊も一部ですが電化されていますので、全体を整合性のある

システムにするためにも、環境重視のためにも電化は当然の結論だと思います。 
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日印・五大重要課題

１．インド貨物専用鉄道（ＤＦＣ）建設計画と日本の協力

２．デリー・ムンバイ産業大動脈計画と日本の協力

３．日印ＥＰＡ（経済連携協定）締結

４．米印原子力協力協定と日本の対応

５．気候変動問題でのインドの責任と日本の協力




